
 

5 
 

第１章 高齢者を取り巻く状況 
 
１ 高齢化の状況と将来予測 

（１）高齢者人口の推計（図１-１・図１-２・図１-３） 

○ 滋賀県の人口は、平成27年(2015年)頃をピークに減少局面に入り、今後も減
少していくことが見込まれています。 

〇 65歳以上人口は令和27年(2045年)頃にピークに達しますが、75歳以上人口や
85歳以上人口は、引き続き増加傾向にあると予測しています。 

〇 特に介護ニーズの高い85歳以上人口は、令和22年(2040年)頃までに急速に増
加することが見込まれます。 

 

図１-１ 65歳以上人口の推計                       [単位：千人・％] 

 
 
図１-２ 75歳以上人口の推計                        [単位：千人・％] 
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図１-３ 85歳以上人口の推計                        [単位：千人・％] 

 
出典：平成27年(2015年)および令和２年(2020年)は国勢調査（総務省） 

令和７年(2025年)以降は国立社会保障・人口問題研究所の令和５年(2023年)推計 

 
 
（２）滋賀県の圏域別高齢者人口の推計 （図２-１・図２-２・図２-３） 

○ 高齢化の進み方は、県内でも地域によって差があります。 

〇 湖西圏域では、65歳以上人口は令和７年(2025年)頃、75歳以上人口は令和12
年(2030年)頃がピークとなり、その後減少していきます。しかし、85歳以上人
口は令和22年(2040年)頃まで増え続けることが見込まれます。 

〇 他方、湖南圏域では、各年齢層の人口は引き続き増加傾向にあります。令和
２年(2020年)と令和32年(2050年)を比較すると、65歳以上人口では約1.5倍に留
まりますが、75歳以上人口では1.8倍、85歳以上人口では2.2倍に達する見込み
です。 

〇 このように、何年先に高齢化のピークとなり、何年先に介護ニーズが減少し
ていくのかは、地域によって異なることから、それぞれの地域の特性を踏まえ
た計画を策定する必要があります。 
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図２-１ 令和２年(2020年)を100とした場合の増減推移（65歳以上人口） 

 
図２-２ 令和２年(2020年)を100とした場合の増減推移（75歳以上人口） 

 
図２-３ 令和２年(2020年)を100とした場合の増減推移（85歳以上人口） 

 
出典：令和２年(2020年)は国勢調査（総務省） 

令和７年(2025年)以降は国立社会保障・人口問題研究所の令和５年(2023年)推計 
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（３）滋賀県の高齢者世帯の推計（図３-１・図３-２・図３-３） 

○ 一般世帯 1数は令和12年(2030年)頃をピークに減少に転じるなか、高齢単身 
世帯は大幅に増加していくと見込まれます。 

〇 また、85歳以上高齢者の単身世帯数は、令和22年（2040年）には平成27年（2015
年）の２倍以上に増加します。同様に、夫婦世帯についても、85歳以上高齢者を
世帯主とする夫婦世帯数は３倍程度に増加することが見込まれています。 

 

図３-１ 滋賀県の高齢者世帯の推計（65歳以上人口）            [単位：千世帯・％] 

 
図３-２ 滋賀県の高齢者世帯の推計（75 歳以上人口）           [単位：千世帯・％] 
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の。 
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図３-３ 滋賀県の高齢者世帯の推計（85歳以上人口）           [単位：千世帯・％] 

 
出典：国立社会保障・人口問題研究所の平成31年(2019年)推計 

注：図３-１・３-２・３-３における高齢夫婦は、それぞれ世帯主が65歳以上、75歳以上、85歳以上。 

 

（４）滋賀県の生活保護世帯数の推移（図４） 

○ 本県の生活保護世帯は平成28年度(2016年度)頃から8,200世帯前後で横ばい
傾向にありましたが、令和３年度(2021年度)から増加しており、令和４年度
(2022年度)には8,400世帯を超えています。 

○ 世帯の種類別にみると、高齢者世帯は一貫して増加傾向にありますが、近年
減少傾向にあった高齢者世帯を除く世帯が令和３年度(2021年度)から増加に転
じたこともあり、全生活保護世帯に占める高齢者世帯の割合は横ばいになって
います。 

 

図４ 滋賀県の生活保護世帯数の推移                          [単位：世帯・％] 

 
出典：福祉行政報告例（厚生労働省） 

注：世帯数は年度平均値、停止世帯を含まない。 
注：「高齢者世帯」とは、男女ともに 65 歳以上の者のみで構成されている世帯もしくは、これらに 18 歳未満の者が加わった世帯の 

こと。「高齢者世帯を除く世帯」の世帯類型は、母子世帯、障害者世帯・傷病者世帯、その他世帯が含まれる。 
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２ 高齢者・介護者の状況 

（１）健康寿命 2の状況（図５・表６） 

○ 滋賀県の令和元年(2019年)の健康寿命は、「健康日本21(第二次)の総合的評価
と次期健康づくり運動に向けた研究」(令和３年度分担研究報告書)の算出によ
ると、男性は81.07年、女性は84.61年であり、男女ともに全国的に上位となって
います。 

○ 平成28年(2016年)と比較すると、男性で0.68年、女性で0.16年、延伸していま
す。 
 

図５ 都道府県別健康寿命（日常生活動作が自立している期間の平均）        [単位：年] 

 
出典：「健康日本21(第二次)の総合的評価と次期健康づくり運動に向けた研究」分担研究報告書 
 

表６ 平均寿命と健康寿命             [単位：年]   
                                 

                  
※１「日常生活に制限のない期間の平均」 

(主観的指標) 
国民生活基礎調査の「あなたは現在、健康上の

問題で日常生活に何か影響がありますか」の問い
に対して「ある」と回答したものを不健康な状態
として定義して算出する。 

 
※２「日常生活動作が自立している期間の平均 

 (客観的指標） 
介護保険の要介護２から要介護５を不健康な状

態と定義して算出する。 
 

出典：平均寿命は令和２年都道府県別生命表(厚生労働省) 
健康寿命は「健康日本 21(第二次）の総合的評価と次期健康づくり運動に向けた研究」分担研究報告書 

 
 
 
 

 
2 健康寿命…「日常生活に制限のない期間の平均」（主観的指標）、「日常生活動作が自立している期間の平

均」（客観的指標）など複数の算出方法があるが、滋賀県ではより客観的な全国比較ができるよう、要

介護認定等を利用した「日常生活動作が自立している期間の平均」（客観的指標）を指標としている。 
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（２）要介護(要支援)認定者の状況と推計 

① 滋賀県における要介護(要支援)認定者数と認定率の推移 

（図７-１・図７-２・図７-３） 

○ 要介護(要支援)認定者（以下、認定者）の総数は、令和４年度(2022年度)末で
68,521人と、平成12年度(2000年度)の制度創設時と比較して約3.0倍に増加して
います。 

○ 65歳以上の第１号被保険者に占める認定者の割合は、近年はおおむね横ばい
で推移しています。全国平均(約19.0％)との比較では、令和４年度(2022年度)
末で約1.1ポイント低い17.9％となっています。 

○ 認定者の約９割を占める75歳以上の認定者は、平成12年度(2000年度)と比較
して約3.3倍に増加し、認定率も30.5％となっています。 

○ また、85歳以上の認定者は、比較ができる平成30年度(2018年度)から約1.1倍
に増加し、認定率も50％台後半で推移しています。 

 
図７-１ 滋賀県における要介護(要支援)認定者数と認定率の推移(65歳以上)     [単位：人・％] 

 
 
図７-２ 滋賀県における要介護(要支援)認定者数と認定率の推移(75 歳以上)     [単位：人・％] 
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図７-３ 滋賀県における要介護(要支援)認定者数と認定率の推移(85 歳以上)     [単位：人・％] 
 

 
出典：介護保険事業状況報告（厚生労働省） 

注：認定者数は各年度末現在（令和４年度は暫定値） 

 

② 今後の要介護(要支援)認定者数と認定率の推計 

（表８・図９-１・図９-２・図９-３） 

○ 要介護(要支援)認定者数は、令和５年(2023年)の約69,000人に対し、令和22
年(2040年)には約93,000人と推計され、約24,000人の増加が見込まれます。 

〇 認定率は、令和５年（2023年）の18.2％に対し、令和22年（2040年）には21.7％、
3.5ポイント上昇すると推計されており、認定率の高い85歳以上の大幅な増加に
よって全体の認定率が上昇する見込みです。 

〇 認定者のうち85歳以上が占める割合は、令和５年(2023年)の56.9％に対し、
令和22年（2040年）には68.0％と11.1ポイント上昇する見込みであることから、
認定者の中でも介護ニーズの高い層に年齢構成が変化していくことが見込まれ
ています。 

 

表８ 滋賀県における要介護(要支援)認定者数と認定率の推移         [単位：人・％] 
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図９-１ 滋賀県における要介護(要支援)認定者数と認定率(第１号保険者)の推移（65歳以上）[単位：人・％] 

 
 
図９-２ 滋賀県における要介護（要支援）認定者数と認定率(第１号保険者)の推移（75歳以上） [単位：人・％]  
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図９-３ 滋賀県における要介護（要支援）認定者数と認定率(第１号保険者)の推移（85歳以上）[単位：人・％] 

 
 
出典：令和４年(2022年)までは介護保険事業状況報告（厚生労働省） 

令和５年(2023年)以降は地域包括ケア「見える化システム」(厚生労働省)による滋賀県内市町の推計値の合計値 
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③ 主な疾病別にみた受療率3（表 10） 

○ 入院では、「脳血管疾患」「悪性新生物（がん）」、外来では「高血圧性疾患」
などと、慢性疾患による受療率が高くなっています。 

○ 年齢層が上がるほど、入院・外来の受療率が上がる傾向にあり、今後、75 歳
以上、85 歳以上の高齢者が増加するなかで、ますます医療ニーズと介護ニーズ
を併せ持つ高齢者の増加が見込まれます。 

 

表 10 滋賀県の主な疾病別にみた受療率（人口 10 万人対）                  [単位：人] 

 
出典：令和２年患者調査（厚生労働省） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 受療率…人口 10 万人に対する推計患者数（調査日に全国の医療施設で受診した患者の推計数）のこと。 
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④ 介護を要する状態となった理由（全国集計：図11） 

○ 介護を要する状態となった理由としては、認知症が一番多く、脳血管疾患(脳
卒中)が続いています。また、骨折・転倒、高齢による衰弱、関節疾患など運動
に関連する要因が４割弱を占めています。 

 

図11 介護を要する状態となった理由 
 

 
 
出典：令和４年(2022年)国民生活基礎調査（厚生労働省） 

 

⑤ 要介護(要支援)認定者における認知症高齢者の推計（図12） 

○ 認知症高齢者数は、65歳以上の人口の増加に伴い増加すると予測されます。 

○ 滋賀県の認知症高齢者数は、令和７年(2025年)に約75,000人、令和22年(2040
年)には約108,000人と推計され、高齢者の４人に１人は認知症になると見込ま
れます。 

 
図12 滋賀県における認知症高齢者数と有病率の推計                    [単位：人・％] 

 
出典：「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」(平成26年度厚生労働科学研究費補助金特別研究事業)による性・

年齢階級別有病率より算出  
人口推計については、平成24年(2012年)の推計は滋賀県人口推計年報、令和２年(2020年)から令和32年(2050年)までは国立社会
保障・人口問題研究所の令和５年(2023年)推計を基に滋賀県で算出 

注：認知症の有病率（認知症が発症する人の割合）は生活習慣病（糖尿病）の有病率の影響を受けるとされており、「各年齢の認知 
症有病率が上昇する場合」とは、2060年までに糖尿病の有病率が20％増加すると仮定した場合の推計を示す。 
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⑥ 高齢者の虐待の状況（図13） 

○ 養護者の虐待についての相談・通報件数は増加傾向にあり、背景として高齢
者虐待に関する認識の浸透があるものと考えられます。 

○ 一方で施設の虐待についての相談・通報件数は、令和元年度(2019年度)をピ
ークに減少傾向にあります。 

 
図 13 滋賀県における養護者・養介護施設従事者等による高齢者虐待の推移   ［単位：件］ 

 

 
出典：高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する調査（厚生労働省） 
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（３）介護者の状況 

① 介護者の属性（全国集計：図14-１・図14-２・図14-３） 

○ 令和４年(2022年)国民生活基礎調査では、介護者の続柄は配偶者が22.9％、
子が16.2％と多くなっています。令和元年(2019年)の数値と比較すると、同居
の家族等が過半数を割る一方で、事業者が増加しています。 

〇 同居・別居の別に主な介護者の年齢をみると、同居の場合男女とも60歳以上
が75％を超えるの対し、別居の場合は50％強に留まり、特に同居の場合、いわゆ
る「老老介護」のケースが多く占めていることが分かります。 

〇 要介護者等と同居の主な介護者の年齢組み合わせをみると、老老介護の割合
は年々上昇しています。 

 
図14-１ 要介護者等との続柄別にみた主な介護者の構成割合(全国集計)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

図14-２ 性別、年齢別にみた主な介護者の構成割合(全国集計)  
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図14-３ 要介護者等と同居の主な介護者の年齢組み合わせ(全国集計)  

 
出典：令和４年(2022年)国民生活基礎調査（厚生労働省） 
 
 
② 全国の介護者数と介護離職の状況（全国集計：図 15） 

〇 令和４年(2022年)就業構造基本調査によると、15歳以上人口について、就業
状況および介護の有無別にみると、介護をしている者は約629万人となっており、
このうち有業者は約365万人になっています。介護をしている者は、平成24年
(2012年)と比較すると約72万人の増加、このうち有業者数に関しては74万人の
増加となっています。 

○ 同調査によると、全国で介護・看護のために前職を離職した15歳以上の人口
は、８万人から10万人の水準で推移しており、女性が７割から８割を占めてい
ます。 

 
図15 介護・看護のために離職した者の推移（全国集計：男女別）        [単位：千人] 

 
出典：令和４年(2022年)就業構造基本調査（総務省）  

注：離職者数は各年10月から翌年９月までの数 
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③ 滋賀県の有業者の介護の状況（図16） 

○ 就業構造基本調査によると、滋賀県で55歳～59歳までの有業者数は76,200人、
うち「介護をしている」者は10,400人と約13.6％に上りますが、60歳以降では介
護をしている割合は低下しています。 

○ 同調査によると、「介護休業等制度の利用あり」としているのは最も多い50歳
～54歳まででも1,000人で、有業者に占める割合は約1.1％に留まっています。 

 
図 16 滋賀県の有業者総数と介護をしている割合、制度を利用している割合  [単位：人・％] 

 
出典：令和４年(2022 年)就業構造基本調査（総務省） 

 
（４）滋賀県の介護職員等の状況（図 17） 

① 滋賀県の介護職員数・介護福祉士数 

○ 令和４年(2022年)介護サービス施設・事業所調査（厚生労働省）によると、滋
賀県内の介護サービス施設・事業所に従事する職員数は36,652人で、うち介護
職員数は20,549人となっています。 

○ なかでも介護福祉士は10,490人となり、介護職員に占める割合も51.0%と年々
増加傾向にあります。 

○ このほか看護職員は4,411人(※）、介護支援専門員は2,118人となっています。 

 
図17 要介護（要支援）認定者数および介護職員・介護福祉士数の推移（実数）   [単位：人]  

出典：要介護（要支援）認定者数：介護保険事業状況報告（厚生労働省） 
介護職員数（実数）および介護福祉士数：介護サービス施設・事業所調査（厚生労働省） 

注：介護職員数・介護福祉士数については、平成30年調査以降、全数調査から標本調査へと方法が改められ、推計値の算出方法が変
更されたため、平成29年調査以前の調査結果との比較には留意が必要である。 

注：※ 看護職員数は、常勤・非常勤の別や専従・兼務を問わず１人と算定した延べ人数（訪問看護ステーションも介護サービス施設・
事業所に含む） 
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② 滋賀県における有効求人倍率（図18） 

○ 職業別常用求人・求職状況（有効）によると、滋賀県の介護関係職種の有効求
人倍率は、令和４年度(2022年度)平均で3.06倍となっており、全産業の1.03倍
に比べて約３倍と高い水準にある傾向に変化は見られません。 

 
図18 滋賀県の有効求人倍率の推移 

 
出典：職業別常用求人・求職状況（有効）（厚生労働省滋賀労働局） 

 

③ 離職率（図19） 

○ 介護労働実態調査によると、令和４年度(2022年度)の全国の介護職員の離職
率は14.4％、滋賀県の離職率は17.3％となっています。 

○ なお、雇用動向調査によると、令和４年度(2022年度)１年間の全国の全産業
の離職率は15.0％、滋賀県では、12.7％となっています。 

 
図19 介護職員の離職率                                              [単位：％]     

 
出典：介護労働実態調査（介護労働安定センター） 

注：各年度の滋賀県のサンプル数（回答数）は60～90事業所であることに留意が必要。 
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④ 離職理由（図20） 

○ 滋賀県の令和４年度(2022年度)の介護職員の離職理由としては、「職場の人間
関係」が24.0％と最も多く、「法人・事業所の理念・運営のあり方への不満」が
17.3％、「収入が少ない」が16.0％などとなっています。 

 
図 20 滋賀県の介護職員離職理由の推移                        [単位：％]  

 
出典：介護労働実態調査（介護労働安定センター） 

注：各年度の滋賀県のサンプル数（回答数）は 50～90 人であることに留意が必要。 
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３ 新型コロナウイルス感染症等の感染症の流行 

（１）新型コロナウイルス感染症（表21） 

○ 令和２年(2020年)１月に、わが国でも感染者が確認された新型コロナウイル
ス感染症は、本県においても、同３月に第１例が報告されました。以後、５類感
染症に位置付けられた令和５年(2023年)５月までに、延べ376,546人が感染し、
死者は679人にのぼりました。感染者数に占める60歳以上者の割合は必ずしも高
くはありませんが、死亡者数に占める60歳以上者の割合はほぼ100％となってい
ます。 

〇 この間、感染によって重症化のおそれがある高齢者向けに令和３年４月から
優先的にワクチン接種が行われたほか、高齢者施設や介護関連事業所でのクラ
スターが相次いだことから、令和３年８月から令和４年12月にかけて、５回に
わたる集中検査が行われ、令和４年５月には高齢者等専用宿泊療養施設を全国
に先駆けて開設するなど、高齢者等が安心して療養できる体制が強化されまし
た。 

 

表21 新型コロナウイルス感染症の各波ごとの感染者数・死亡者数 

出典：滋賀県健康危機管理課 

 注：「感染者数」は公表日ベースの数値。また、「高齢者」は60歳以上。 
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（２）インフルエンザ（全国集計：図22） 

○ インフルエンザは高齢者を中心とする慢性疾患を有する人が罹患すると肺炎
を併発するなど重症化する場合が多く、人口動態調査によると、インフルエン
ザによる死亡者の９割前後を高齢者が占めています。 

〇 新型コロナウイルス感染症の流行が始まる令和２年(2020年)まで、インフル
エンザによる死亡数は増加傾向にありましたが、新型コロナウイルス感染症の
流行が始まって以降、死亡者は急減しています。 

 
図22 全国のインフルエンザによる死亡者数の推移               [単位：人] 
 

出典：人口動態調査（厚生労働省） 
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４ 自然災害 

（１）風水害（全国集計：表23） 

〇 本県の河川はいずれも中小河川で天井川が多いことから、大雨の際は水位が
急上昇しやすく、またひとたび堤防が決壊すると、被害が大きくなる可能性が
あります。 

〇 過去に本県の災害の原因となった気象要素としては、台風によるものが最多
で、次いで前線、低気圧、季節風の順となっており、死者と全壊家屋を伴うよう
な大災害は、ほとんど台風が原因となっています。一方で、近年は全国的に前線
を伴う大雨や線状降水帯4など、毎年のように水害・土砂災害が発生しています。 

○ 風水害をはじめとする自然災害が発生すると、自力での避難が難しく支援が
必要な高齢者が被害を受けやすくなることが指摘されています。 

 

表23 近年の災害における高齢者の死者の割合（高齢者の死者数/全体死者数） 

災害名 割合 備考 

令和２年７月豪雨 79％ （63人/80人） ※65歳以上 

（うち熊本県） 85％ （55人/65人）  

令和元年台風19号 65％ （55人/84人） ※65歳以上 

平成30年７月豪雨 70％ （131人/199人） ※愛媛県、岡山県、広島県の
死者数のうち、60歳以上 

（うち市町別死者最大の倉敷
市真備町） 

80％ （45人/51人） ※70歳以上 

出典：令和元年台風第19号等を踏まえた高齢者等の避難のあり方について（最終とりまとめ）（中央防災会議 防災対策実行会議） 

 

（２）地震 

 〇 本県周辺には多くの活断層があり、特に発生確率が高いとされているのは「琵
琶湖西岸断層帯」を震源とする地震です。今後30年以内の地震発生確率は、１
～３％と言われており、日本の主な活断層の中でも最も発生確率の高い S ラン
クに分類されています。北部と南部が同時に活動した場合、地震の大きさはマ
グニチュード7.8程度で、最大で震度７の揺れがあると想定されています。人的
被害は、死者数約2,100名、負傷者約21,000名、建物被害は全壊約38,000棟、半
壊約83,000棟、避難者数は約250,000人と非常に甚大な被害が想定されています。 

〇 このほか、本県に大きな被害を及ぼす可能性が高い地震としては、南海トラ
フ巨大地震が挙げられます。地震発生確率は10年以内に30％、30年以内に70～
80％と言われており、基本ケースによる被害想定は、県全域で震度６弱・５強、
県域の死者は約10人、負傷者は最大で1,300人、建物全壊2,400棟、半壊22,000棟
などとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 線状降水帯…次々と発生する積乱雲が列をなし、同じ場所を通過または停滞することで、線上に伸びた地

域に大雨を降らせるもの。 
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５ 県民の意識(令和４年度(2022年度)「滋賀の医療福祉に関する県民意識調査」) 

（１）将来介護が必要になった時に、介護を受けたい場所 

○ 将来介護が必要になった時に介護を受けたい場所は、「自宅」が26.3％、次い
で「サービス付き高齢者向け住宅」(19.9％）、「特別養護老人ホーム等の施設」
(15.8％）となっています。 

 

〇 上記の選択肢を『自宅等』『居住系サービス』『医療機関』に区分して過去の調
査と比較すると、『自宅等』は減少傾向、『居住系サービス』、『医療機関』は横ば
いとなっています。 

※『自宅等』：選択肢①～③、『居住系サービス』：選択肢④～⑦、『医療機関』：選択肢⑧ 

 

（２）介護保険サービスで力を入れるべきこと 

○ 介護保険サービスで力を入れるべきことは、「訪問介護や訪問看護など在宅サ
ービスの充実」が62.7％、次いで「特別養護老人ホームなどの介護保険施設の充
実」（52.4％）、「認知症高齢者グループホームなどの身近で小規模な施設を充実
すべき」（36.9％）などとなっています。 

※「その他」（2.5%）、「わからない」（5.9%）、無回答（0.9%）は省略 
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（３）認知症の医療についての考え 

○ 認知症についての考えをみると、「高齢者でなくても（65歳以下）発症するこ
とがある」が74.4％で最も多く、次いで「治療すれば進行を遅らせることができ
る」（72.8％）、「予防によって発症を遅らせることができる」（59.8％）となって
います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）認知症になったとき、住み慣れた地域で暮らし続けることができると思うか 

○ 認知症になったとき、住み慣れた地域で暮らし続けることができると思うか
をみると、「わからない」が48.5％と半数近くを占め、「思う」は26.5％となって
います。 
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（５）認知症の人が住み慣れた地域で暮らし続けるために必要なこと 

○ 認知症の人が住み慣れた地域で暮らし続けるために必要なことをみると、「介
護する家族の負担の軽減」が80.0％で最も多く、次いで「家族や親せき、地域の
人々の理解」（57.8％）、「入浴、排せつ介護などの訪問サービス」（52.0％）とな
っています。 
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（６）人生の最期を迎えたい場所 

〇 人生の最期を迎えたい場所は、「自宅」が40.8％で最も多く、次いで「病
院」が23.8％となっています。 

 

（７）人生の最期を迎えたい状況 

○ 人生の最期を迎えたい状況をみると、「家族に囲まれて」が49.8％で最も多く
なっています。 

※「その他」（0.7%）、「無回答」（2.0%）は省略 

（８）自宅で最期まで療養できるか 

〇 自宅で最期まで療養できるかは、「実現困難である」が60.1％で、「実現可能
である」の7.9％を大きく上回っています。 
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（９）自宅療養が実現困難な理由 

〇 自宅で最期まで療養することが「実現困難である」と回答した人に、その理
由をたずねたところ、「介護してくれる家族に負担がかかる」が77.4％で最も
多く、次いで「症状が急に悪くなったときの対応に自分も家族も不安である」
（58.0％）、「症状が急に悪くなったときに、すぐに入院できるか不安である」
（38.4％）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（10）実際の死亡場所（図24） 

○ 医療機関（病院・診療所）で死亡する者の割合は年々増加し、昭和56年(1981
年)には自宅で死亡する者の割合を上回りました。平成16年(2004年)以降は約８
割を占める水準となっていましたが、近年は減少傾向にあります。 

 

図24 滋賀県における医療機関と自宅における死亡割合の推移 

 
 
出典：人口動態統計(厚生労働省) 
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（11）延命医療の希望 

 〇 延命医療の希望は、「延命医療は望まない」が52.3％で、「どちらかというと
延命医療は望まない」（29.0％）と合わせると、約８割が『望まない』と回答
しています。 

 

（12）新型コロナウイルス感染症の影響に関すること 

○ 新型コロナウイルス感染症の影響があったかをみると、「はい」が85.6％とな
っています。性別にみると、女性で「はい」がやや多くなっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〇 影響の内容をみると、「外出の機会が減った」が 79.7％で最も多くなってい
ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※30％以上抜粋 
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６ 制度の変遷等 

（１）介護保険制度の変遷 

○ 平成12年(2000年)４月に、「介護を国民みんなで支え合う」という考え方のも 
とに介護保険制度が導入され、多様なサービス主体から、利用者の選択に基づ
き、保健・医療・福祉にわたる介護サービスが総合的、効果的に提供される制度
が確立されました。 

○ 平成26年(2014年)には、地域包括ケアシステムの構築および介護保険制度の
持続可能性の確保のため、介護保険制度の改革が行われました。在宅医療・介
護連携の推進など地域支援事業の充実、予防給付のうち訪問介護および通所介
護の地域支援事業への移行、特別養護老人ホームへの新規入所者を原則要介護
３以上の高齢者に限定すること、また、費用負担の公平化として低所得者の保
険料軽減の拡充と併せて一定以上の所得のある利用者の自己負担を引き上げる
ことなどが、平成27年(2015年)４月以降、順次施行されました。 

○ 「医療介護総合確保推進法」の改正も平成26年度(2014年度)に行われ、国の
交付金を活用して地域医療介護総合確保基金を設置しました。平成26年度(2014
年度)から医療事業、平成27年度(2015年度)から介護施設等整備事業および介護
従事者確保事業について、本計画の推進にあたって当該基金を活用しています。 

○ 平成29年(2017年)には、地域包括ケアシステムの深化・推進および介護保険
制度の持続可能性の確保のため、自立支援・重度化防止に向けた取組の推進、
医療・介護連携の推進、地域共生社会の実現に向けた取組の推進、現役世代並
みの所得のある者の利用者負担割合の見直しなどの介護保険制度の見直しが行
われました。この際、都道府県による市町村に対する支援事業等が制度化され
たほか、自治体への財政的インセンティブとして、平成30年度(2018年度)から
保険者機能強化推進交付金が創設されています。 

〇 令和２年(2020年)には、地域共生社会の実現を図るため、地域住民の複雑化・
複合化した支援ニーズに対応する包括的な福祉サービス提供体制を整備する観
点から、市町村の包括的な支援体制の構築の推進、地域の特性に応じた認知症
施策や介護サービス提供体制の整備等の推進、医療・介護のデータ基盤の整備
の推進、介護人材確保および業務効率化の取組強化、社会福祉連携推進法人制
度の創設等が行われました。 

 

（２）医療・介護連携 

〇 平成26年度(2014年度)の、「医療介護総合確保推進法」の改正以降、「医療と
介護の一体的な改革」の取組が進められてきました。 

○ この際改正された医療法では、都道府県に地域医療構想の策定が義務付けら
れています。構想の目的は、①地域の医療需要(患者数)の将来推計などをデー
タに基づき明らかにすること、②構想区域ごとの各医療機能の必要見込量につ
いて検討すること、③地域にふさわしいバランスのとれた医療機能の分化と連
携を推進すること、④地域で安心して暮らせる地域包括ケアシステムを構築す
ることであり、2025年を見据えて、医療法第30条の４の規定に基づく医療計画
の一部として滋賀県地域医療構想が策定されています。 

〇 地域医療構想の展開により、医療機関の病床の機能分化等を踏まえた在宅医
療や介護サービスの需要増が見込まれる観点からも、医療・介護の連携が重要
です。 

〇 令和６年度(2024年度)には、レイカディア滋賀 高齢者福祉プラン(計画期間：
令和６年度～８年度)と、滋賀県保健医療計画(計画期間：令和６年度～11年度)
の同時改定を迎えることから、引き続き医療と介護の連携強化を図っていきま
す。 


